
＜別紙 1＞ 

 

介護老人保健施設「つる」通所リハビリテーション 

(介護予防通所リハビリテーション)のご案内 

               （令和 7年 4月 1日現在） 

 

1 事業者の概要 

開 設 者 の 名 称  都留市 

開 設 者 の 所 在 地  山梨県都留市上谷 1－1－1 

電 話 番 号  0554－43－1111 

 

 

2 事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 都留市立介護老人保健施設「つる」(通所リハビリテーション) 

事 業 所 の 所 在 地 山梨県都留市つる 5丁目 1番 55 号 

介護保険事業所番号 1951180007 

指 定 年 月 日 平成 12年 4 月 1日 

通常の送迎の実施 都留市内 

 

 

3 施設の職員の概要 

職 種 職 員 数 非常勤職員数 職  務 

施 設 長  1 人 施設長の職務に従事する。 

事 務 局 長 1 人（内兼務 1人）  事務長の職務に従事する。 

管 理 者 1 人（内兼務 1人）  管理者の職務に従事する。 

医 師 2 人（内兼務 2人） 1 人 医師業務に従事する。 

薬 剤 師  1 人 薬剤師業務に従事する。 

看護・介護職員 2 人 2 人 看護・介護業務に従事する。 

支 援 相 談 員 1 人（内兼務 1人）  支援相談員業務に従事する。 

理 学 療 法 士  2 人（内兼務 2人）  理学療法士、作業療法士業務に従

事する。 作 業 療 法 士 3 人（内兼務 3人）  

 

 

4 施設の設備概要 

定 員 12 人 

食 堂 36 ㎡ 

その他の設備 送迎車 3 台 

 

 

 

 

 



 

 

5 サービスの提供時間 

営業日 通常営業時間 サービス提供時間 

平日 

（祝日・12 月 29 日から 1月 3日を除く） 
8：15～17：00 

9：15 ～ 12：45    

9：15 ～ 15：15    

14：00 ～ 15：15    

 

 

6 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の運営の方針 

(1) 通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、看護・介護及び機能訓練その他日常生活上の世話を

行うことにより利用者の心身の機能維持・回復を図るものとします。 

(2) 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努め

ます。 

(3) 明るく健康的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。 

 

 

7 サービス内容 

介 護： サービス計画書に基づいて日常のお世話等を行います。 

健 康 管 理： 医師・看護師が常勤しておりますので、利用者の状況に照らして適切な

医療・看護を行います。 

機 能 訓 練： 利用者の状況に適した機能訓練を理学療法士等が行います。 

食 事： 管理栄養士による栄養と身体状況に配慮した食事を提供します。 

施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召

し上がりいただきます。 

食費は保険給付以外の利用料と位置付けられていますが、同時に施設は

利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容と

しているため、その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事

の持ち込みはご遠慮いただきます 

排 泄： 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに排泄の自立に向

けてお手伝いいたします。 

各 種 活 動： レクリエーション、クラブ活動、行事等行い一日を楽しく過ごしていた

だきます。また、レクリエーションの内容により、体調を見ながら屋外

へ出ることもありますのでご承知ください。 

送 迎： 当施設からご自宅まで送り迎えをいたします。 

設備・器具の利用： 施設内居室や設備・器具は使用時説明いたします。 

本来の用法に従ってください。無断での持ち出しは禁止です。 

行政手続き等の代行： 介護認定更新の手続き等を代行で行います。 

 

 

 



 

 

8 サービス利用にあたっての留意事項 

喫 煙： 施設内及び敷地内全面禁煙なのでご遠慮ください。 

迷惑行為等： 騒音等、他の利用者の迷惑になるような行為はご遠慮ください。ま

た、無断で他の居室等へ入らないでください。 

金銭の管理： 現金の持ち込みはご遠慮ください。 

所持品の持込： 高価な物はご遠慮下さい。また、所持品にはすべて記名してください。 

なまもの等食品の持ち込みもご遠慮ください。 

電気製品については職員にご相談ください。内容により、料金がかか

ります。 

宗教・政治活動： 利用者の営利活動、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止となっています。 

体調の確認： 体調の悪い時は無理なさらずにお休みして、病院にかかってください。 

利用時間の延長： ご都合で利用時間の延長を希望される場合は、早めにご連絡をお願いし

ます。 

ただし、送迎は時間により対応できない場合があります。 

 

 

9 非常災害等 

消防設備 

 スプリンクラー設備 

 自動火災報知設備 

 非常放送装置 

 誘導灯及び誘導標識 

 消火器 

消防計画  消防署へ毎年届出 

防災訓練  年 2 回実施 

 

 

10 協力医療機関 

名 称    都留市立病院 

 住 所  山梨県都留市つる五丁目 1番 55 号 

 


